
第 92 号議案 

 

市道路線の認定について 

 

 

  道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 8条第 2項の規定に基づき、次のように市道

の路線を認定することについて、議会の議決を求める。 

路 線 

名 

起  点 終  点   重要な経過地 路線番号 

その他市道 

芦刈中央線 

豊後大野市三重町 

芦刈 1511 番地先 

豊後大野市三重町 

芦刈 656 番地先 

市道赤嶺金田菅生線分岐 

 

（三重）109

その他市道 

鬼塚中央線 

豊後大野市三重町 

秋葉 1722 番地先 

豊後大野市三重町 

秋葉 1481 番 1 地先 

国道３２６号線分岐 

国道３２６号線迄 

（三重）332

その他市道 

久保田２号線 

豊後大野市三重町 

川辺 3065 番地先 

豊後大野市三重町 

川辺 634 番 1 地先 

市道中村灰園線分岐 

市道符線迄 

（三重）721

その他市道 

折立２号線 

豊後大野市三重町 

西泉 1451 番 1 地先 

豊後大野市三重町 

西泉 1389 番 1 地先 

県道百枝大野線分岐 

市道百枝水源池線迄 

（三重）722

その他市道 

大屋原５号線 

豊後大野市三重町 

菅生 1番 95 地先 

豊後大野市三重町 

菅生 1番 39 地先 

国道５０２号線分岐 

市道大屋原４号線迄 

（三重）723

その他市道 

柏宮線支線 

豊後大野市清川町 

平石 686 番地先 

豊後大野市清川町 

平石 688 番 1 地先 

市道柏宮線分岐 

市道木落線迄 

（清川）159

その他市道 

西平線 

豊後大野市清川町 

左右知 875 番 1 地先 

豊後大野市清川町 

左右知 869 番 2 地先 

県道中津留轟牧口停車場線分岐 

県道中津留轟牧口停車場線迄 

（清川）160

その他市道 

西平２号線 

豊後大野市清川町 

左右知 1207 番 4 地先 

豊後大野市清川町 

左右知 1215 番地先 

県道中津留轟牧口停車場線分岐 

県道中津留轟牧口停車場線迄 

（清川）161

その他市道 

漆畑線 

豊後大野市緒方町 

小原 1494 番 4 地先 

豊後大野市緒方町 

小原 1484 番 8 地先 

市道踊場線分岐 

林道宇目・小国線迄 

（緒方）335

その他市道 

坪泉下線 

豊後大野市朝地町 

坪泉 1060 番 1 地先 

豊後大野市朝地町 

坪泉 879 番地先 

市道用作線分岐 

 

（朝地）175

その他市道 

郷野２号線 

豊後大野市朝地町 

栗林 1265 番 1 地先 

豊後大野市朝地町 

栗林 1258 番 3 地先 

県道朝地直入線分岐 

県道朝地直入線迄 

（朝地）205

その他市道 

塚田２号線 

豊後大野市朝地町 

栗林 1190 番 2 地先 

豊後大野市朝地町 

栗林 1060 番 2 地先 

県道朝地直入線分岐 

県道朝地直入線迄 

（朝地）206

その他市道 

沈堕矢田線 

豊後大野市大野町 

矢田 305 番 2 地先 

豊後大野市大野町 

矢田 1593 番 6 地先 

県道三重野津原線分岐 

県道三重野津原線迄 

（大野）257



 

 

  平成 27 年 9 月 1 日 提出 

豊後大野市長 橋 本 祐 輔 

 

 

提案理由 

市道の路線として認定することが適当と認めるので提出する。 

その他市道 

沈堕矢田線支線 

豊後大野市大野町 

矢田 1659 番 1 地先 

豊後大野市大野町 

矢田 1669 番 2 地 

県道三重野津原線分岐 

県道三重野津原線迄 

（大野）258

その他市道 

舟木田原園線 

豊後大野市千歳町 

船木 2012 番 1 地先 

豊後大野市千歳町 

前田 3577 番 4 地先 

国道５７号線分岐 

市道田原園３号線迄 

（千歳）037

その他市道 

石田大迫線 

豊後大野市千歳町 

石田 1021 番 1 地先 

豊後大野市千歳町 

長峰 2880 番 1 地先 

市道石田１号線分岐 

市道大迫２号線迄 

（千歳）112

その他市道 

津留・高松線 

豊後大野市犬飼町 

田原 976 番 1 地先 

豊後大野市犬飼町 

大寒 1371 番地先 

国道３２６号線分岐 

市道下山奥深野線迄 

（犬飼）021


